
　多重債務でお悩みではないですか？

　多重債務で困っている方はご相談ください。

　複数の消費者金融等から借入れの返済で、国保税など税金の支払いが滞っていませんか？

借金の問題（多重債務問題）は法律で解決できることがあります。法律家の紹介などお手伝い

いたしますので、まずはご相談ください。

　１．多重債務の解決方法

借入期間が５～６年以上の場合や借入金利が２０％を超えて

いる場合は過払金が発生している可能性があります。この払

い過ぎたお金を消費者金融に対して請求する方法。

裁判所などの公的機関を利用せず、消費者金融などと交渉に

より借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを和解解決

を求める手続き。

簡易裁判による調停の手続きで、債務の支払ができなくなる

可能性がある債務者の経済的再生をはかる手続き。債権者

（消費者金融）と債務者（借り手）が返済方法について合意した

場合、裁判所で調停調書を作成する手続き。

返済すべき債務額を民事再生法の定める方法によって減額し、

３年間の分割払いで返済する手続き。

債務者が経済的に破綻した場合、債務者自身が裁判所に申立

を行い、生活に必要な財産を除いてすべての財産を債権者に分

配し債務の免除をする手続き。

法律上、借金の返済義務がなくなる。

　２．債務問題相談先の関係機関リンク紹介

http://www.houterasu.or.jp/okinawa/

那覇市楚辺１－５－１７　プロフェスビル那覇２・３Ｆ

電話　０５０－３３８３－５５３３

（平日 ９時～５時、土日及び祝日休み）

http://www.ogb.go.jp/zaimu/index.html

那覇市おもろまち２丁目１番１号

那覇第２地方合同庁舎２号館１０階

電話　０９８－８６６－５０７０

（平日９時～５時、年末年始、祝祭日休み）

与那原町字上与那原１６番地の２　社会福祉センター

電話　098-945-2201※与那原町総務課へ電話予約

が必要です。（日時については、広報誌をご確認ください）

与那原町
無料法律相談

法テラス沖縄

沖縄総合事務局財務部
多重債務者相談窓口

①過払金請求

②任意整理

③特定調停

④個人再生

⑤自己破産

http://www.houterasu.or.jp/okinawa/
http://www.ogb.go.jp/zaimu/index.html

